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国立大学教育研究評価委員会（第７７回）議事録 

 

 

１．日 時 令和７年６月３０日（月）１０時００分～１０時４５分 

２．場 所  オンライン会議 

３．出席者 

（委 員）アリソン委員、磯委員、井上委員、小関委員、小林委員、玉田委員、 

土川委員、豊田委員、長坂委員、中根委員、濱中委員、山内委員 

（事務局）服部機構長、光石理事、西田理事、光田教授、嶌田教授、渋井教授、 

成相評価事業部長、堀内国立大学評価室長、片桐国立大学評価室室長補佐、

川島国立大学評価室室長補佐 他 

４．議 事 

（１）達成状況評価及び現況分析における共通方針について 

（２）専門委員の選考について 

（３）学部・研究科等の現況分析単位に関する学系分類について 

（４）国立大学教育研究評価委員会運営内規の改正について 

（５）その他 

５．議事録 

（○：委員、●：事務局） 

○委員長  定刻となりましたので、ただいまから第７７回国立大学教育研究評価委員会

を開催いたします。本日は浅見委員、矢口委員が御欠席で、１３名の委員の皆様に御出席

いただいております。（注：委員会当日、三成委員が欠席したため１２名の出席） 

 それでは、議事に入る前に、まず、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

●  事務局から御説明をさせていただきます。本日第７７回の議事次第にございますと

おり、議事は５点となっており、１つ目、達成状況評価及び現況分析における共通方針に

ついて、２つ目、専門委員の選考について、３つ目、学部・研究科等の現況分析単位に関

する学系分類について、４つ目、国立大学教育研究評価委員会運営内規の改正について、

５つ目、その他でございます。 

 資料につきましては、次第にお示しのとおりでございます。よろしくお願いします。 

○委員長  どうもありがとうございます。資料１の第７６回本委員会の議事録（案）に
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つきましては、事前に各委員に資料の確認をいただいておりますので、確定とさせていた

だきたいと思います。 

 

＜議事（１）①＞ 

○委員長  それでは、達成状況評価及び現況分析における共通方針につきまして、審議

をお願いしたいと思います。達成状況評価、現況分析のいずれも、複数のグループや部会

等に分かれて評価を実施していただきます。共通方針は、これらのグループ間、部会間に

おきまして評価結果の表現等にばらつきが生じることを防ぐために共通認識として定める

ものということになります。 

 まずは達成状況評価における共通方針につきまして、審議をお願いいたします。この議

事につきましては、ワーキンググループにおいて検討を進めていただいております。まず

はワーキンググループの検討状況につきまして、主査の豊田副委員長より報告をお願いい

たします。 

○副委員長  それでは、ワーキンググループの検討状況について報告いたします。 

 来年度（２０２６年度）の第４期中期目標期間の教育研究評価（４年目の終了時評価）

を実施するに当たりまして、各評価者は、既に各法人等への意見募集（パブリックコメン

ト）の上で、本委員会で決定しております「評価実施要項」と「評価作業マニュアル」に

基づきまして、評価作業を行うこととなっております。 

 今回の共通方針は、各評価者が共通認識の下で適切かつ円滑に評価作業を遂行できるよ

う、前回（第３期）の経験を生かして、明文化しようとするものであります。 

 また、この共通方針を各法人等に公開することによりまして、評価の公正性・透明性が

高まることを期待しております。 

 ワーキンググループにおきましては、各法人の中期目標・中期計画に対する「達成状況

評価」、各学部・研究科等（現況分析単位）の「現況分析」の評価作業に当たり、評価者

が共有しておくべき方針（考え方）を議論いたしまして、それぞれ共通方針（案）を取り

まとめました。具体的な内容につきましては、事務局より説明をお願いいたします。 

○委員長  どうもありがとうございました。続きまして、事務局より説明をお願いいた

します。 

●  それでは、事務局から御説明をさせていただきます。資料２－１及び２－２を用い

まして、御説明をいたします。まず、資料２－１を御覧いただければと思います。 



 - 3 -

 参考までに、資料２－２は昨年度に決定いただきました評価作業マニュアルの関係部分

の抜粋として御用意しておりますことを申し添えます。 

 それでは、資料２－１を御覧いただければと思います。 

 第４期中期目標期間の教育研究の状況についての達成状況評価における共通方針（案）

となってございます。先ほど委員長から御説明いただきましたが、本共通方針は、１月に

開催した国立大学教育研究評価委員会において取りまとめていただいた実績報告書作成要

領と評価作業マニュアルに基づきまして、実際に専門委員の先生方に評価をいただくに当

たって、８つのグループの間の共通理解を得るための方針となります。評価をする際に、

この方針の考え方も踏まえて評価を実施していただきたいという趣旨でお示しするものと

なります。 

 まず、各評価者の先生方に対して、各評価結果の平仄等がばらばらにならないこと、ま

た、既にマニュアル等に記載されている内容について分かりやすく明文化していくことを

目的としてございます。さらに共通方針について、今後、公表も考えておりますので、各

国立大学法人等が報告書を作成するに当たって、どのように評価されるかを踏まえて作成

いただくということも考慮してございます。本日の本委員会で御承認いただけましたら、

速やかに公表し、下半期に予定しております全ての国立大学法人等の実務担当者研修会、

また、年明けに予定しております評価いただく先生方向けの研修会等で御説明していきた

いと考えております。 

 それでは、具体的な説明に入らせていただきます。まず、資料２－１、１ポツ目につい

て、中期目標、中期計画及び評価指標の分析です。まず、こちらは各法人が提出しました

達成状況報告書を基に御判定いただくこととなりますが、評価者の先生方が判定いただく

に当たって、優れた点、特色ある点を抽出する際の留意点になります。「達成水準を大き

く上回ることが見込まれる（ⅲ）」判定とする場合には、「大きく上回る水準」として各

法人が設定した評価指標の「１３０％以上」を達成していることを目安としつつ、基準値

となる目標値の設定状況や目標の困難度等を踏まえて、評価指標ごとに判定いただくこと

となることを明記してございます。なお、１３０％の解釈について、各法人が中期計画に

記載した評価指標の記載に忠実に行うものとして、具体例を記載してございます。また、

出席率１００％などといった１３０％の値が算出できない場合には、基本的にⅱ判定と

し、基準値及び目標値の設定状況や目標の困難度等を踏まえて、ⅲ判定とすることができ

る旨を記載してございます。 
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 続きまして、資料３ページ、２ポツ目でございます。現況分析結果等との関係になりま

す。達成状況を判定するに当たっては、現況分析の結果及び研究業績水準判定結果も参考

資料としていただきたい旨を記載してございます。こちらにつきましては、現況分析の結

果等とともに著しい齟齬がないように御確認いただきたいという趣旨でここに記載してご

ざいます。 

 続きまして、３ポツ目、意欲的な評価指標の取扱いについてでございます。「意欲的な

評価指標」というのは、各国立大学法人等の中期目標・中期計画において、特色ある活動

や高い目標が積極的に挙げられており、各国立大学法人等の質的向上を促すために意欲的

であると各法人が考える目標を文部科学省で認定しているものになります。文部科学省の

実施要領におきましても、この認定された評価指標については、高い目標を設定いただく

ことになっておりますので、評価が下がるリスクを考えると、法人として高い目標が立て

にくいということを踏まえて、各法人の質的向上を促す観点から、中期計画の各項目につ

いて達成状況だけを評価の対象とするのではなく、その状況に至るまでのプロセスや内容

を評価するなど適切に評価してほしいということを、文部科学省の業務実績評価でもうた

われてございます。 

 それから、第３期においても共通方針に書かれておりましたので、段階判定のところで

意欲的な評価指標については、達成水準を満たした場合には、ほかの評価指標に掲げられ

た達成水準を満たした場合よりも高く評価すること、また、即座にⅰ判定としないことを

第４期でも記載したいと考えております。なお、米印の２として、高く評価する際につい

ての点数も明記してございます。ⅲと判定されたものにつきましては、３点ではなく４

点、ⅱと判定されたものにつきましては、２点ではなく３点と加点の影響度合いも考慮し

ながら、それぞれ１点ずつ加点することといたします。ただし、達成水準を満たしていな

い場合においても、教育研究の質の向上や高い教育研究水準の実現が確認できる場合に

は、「達成水準を満たしていないことが見込まれる（ⅰ）」と判定しないこととなるた

め、このような達成水準を満たしていないⅱ判定の場合には加点しないこととしておりま

す。 

 これに関連いたしまして、資料５ページ、段階判定の流れを御覧いただければと思いま

す。今、御説明いたしましたのは上段にあります評価指標の達成状況、評価指標段階判定

の箇所となります。意欲的な評価指標については、大きく上回って達成ⅲ判定となった場

合は、通常３点となるものが４点とされ、達成ⅱ判定となった場合には、２点ではなく３
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点とされることになります。 

 続きまして、４ポツ目になります。「大学機関別認証評価結果」等の他の評価結果との

関係について、達成状況評価の評価者の先生方には、基礎資料として、認証評価の結果や

文部科学省の重点支援の評価結果、それからデータ分析集などを提供させていただきま

す。これらの評価結果と齟齬がないように、評価の結果で改善を要するような事項がある

場合には、これらも確認いただくこととして、ここに記載してございます。 

 最後は資料４ページ、５ポツ目ですけれども、評価結果報告書の作成の方向ということ

で、評価者の先生方には評価結果報告書を御作成いただきます。そこに理由等も御記載い

ただくこととなりますが、第３期までは、その判断理由等の表現に少しばらつきがある部

分がございましたので、下の黒ひし形の例にありますとおり、機構で留意点を幾つかお示

してございます。 

 説明は以上となります。 

○委員長  どうもありがとうございました。詳しく説明していただきました。ただいま

の説明に対して御意見、御質問等がありましたら発言をお願いいたします。人数もそう多

くありませんので、自由に、特に手を挙げないで、すぐに発言していただいて結構だと思

います。よろしくお願いします。何かございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、特にないようですので、達成状況評価における共通方針の内容につきまして

は、確定ということにさせていただきます。なお、字句修正等を含め、今後修正が必要な

場合には、委員長である私に御一任いただきますようによろしくお願いいたします。 

 

＜議事（１）②＞ 

○委員長  それでは、次に現況分析における共通方針につきまして、審議をお願いした

いと思います。事務局より説明をお願いいたします。 

●  事務局より御説明をさせていただきます。資料３－１を御覧ください。資料３－２

は先ほどと同様、マニュアルの関係部分の抜粋として御用意しております。 

 先ほどの達成状況判定会議と異なり、現況分析部会は分野別に１１学系ございまして、

各学系の共通理解を得るための方針となります。達成状況判定と同様に評価する際に、こ

の共通方針の考え方も踏まえて評価いただきたいというものになります。こちらも同じく

公表することを予定してございます。 

 それでは、資料３－１を御覧ください。本共通方針（案）は、教育の現況分析、そして
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研究の現況分析で構成をしております。 

 まず初めに、教育の現況分析について御説明いたします。１ポツ目では分析項目の分析

で、１つ目の丸では、評価者の先生方が、各法人が提出した現況分析の調査表の中から、

特記事項に記載された優れた取組等を御覧いただき、特記事項の中から「優れた点」、

「特色ある点」を抽出できること、また、２つ目の丸では、その際の留意点を示してござ

います。 

 ２つ目の「教育活動に関するデータ」の分析ですが、教育活動に関するデータは現況分

析基本データ（教育に関する１２指標）及び政府公表データ（国家試験合格率等）の２種

類がございまして、これらの指標について、同じ学系内における他法人の学部・研究科等

との比較や、当該学部・研究科等との経年変化等を分析した結果、加点または減点の要素

となり得ることを記載してございます。 

 資料２ページ目、３ポツ目の分析項目の段階判定について、まず（１）としまして、段

階判定をする際は、「教育活動に関するデータ」の調査・分析と「第４期中期目標期間に

係る特記事項」で抽出された「優れた点」、「特色ある点」を総合して、各分析項目の下

の区分表にある４段階で判定いただくということを示してございます。 

 （２）では、４段階での判定について、上から「特筆すべき高い質にある」、２つ目の

「高い質にある」、３つ目の「相応の質にある」、そして「質の向上が求められる」につ

いての考え方を示してございます。また、改善を要する点が抽出されたものにつきまして

は、原則として上の３つの判定はしないということを記載してございます。ただ、「改善

を要する点」がある場合でも特記事項から抽出した「優れた点」、「特色ある点」の内容

によっては、その１つ上の「相応の質にある」と判定することができることとしてござい

ます。これは、「改善を要する点」がついていると必ず一番悪い評価になってしまうとい

うことになりますと、一番下の判定が著しく多くなってしまうことも考えられますし、改

善を要する点にも様々な程度があり、許容されるものは救済できるよう、内容によっては

「相応の質にある」の判定にすることができることを示してございます。 

 ここまでが教育の現況分析の方針となります。 

 続きまして、研究の現況分析になります。 

 資料３ページ、１ポツ目、研究についても、教育の分析と同じ取扱いとしたいと考えて

おりますことを１つ目の丸で示してございます。 

 ２つ目の丸では、研究の現況分析の評価に当たっては、研究業績説明書を基に判定結果
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を出していただきますが、教員が多ければ業績も多くなるということもございますので、

本務教員数や業績数など、規模感を勘案して評価いただきたいことを書いてございます。

研究業績水準判定につきましては、「ＳＳ」、「Ｓ」、「Ｓ未満」の３段階で判定いただ

くことを記載してございます。 

 ５ページの参考、研究業績の水準判定の基準にも「評価作業マニュアル」の抜粋を付し

ておりますが、念のため、ここにも研究業績水準判定は３段階で行われることを記してお

ります。 

 ２つ目のポツ、「研究活動データに関するデータ」の分析ですが、研究活動に関するデ

ータには、現況分析基本データ（研究に関する１６指標）及び研究活動状況に関する資料

（論文数等のデータ）の２種類がございます。これらの指標につきましては、教育と同様

に、同じ学系内における他法人の研究組織との比較や、当該研究組織の経年変化等を分析

した結果、加点または減点の要素となり得る旨を記載してございます。 

 ３ポツ目の分析項目の段階判定では、教育での記載、考え方と同様ですので、割愛させ

ていただきます。 

 最後に、評価結果報告書を評価者の先生に御作成いただきますが、そこに記載いただく

判断理由につきまして、前期までは評価者によって少しばらつきがありましたので、調整

が必要だったこともございます。そうならないように留意点を示してございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長  どうもありがとうございました。ただいまの説明につきまして、皆様のほう

から御意見、御質問等ありましたら御発言をお願いいたします。特にございませんでしょ

うか。 

 それでは、現況分析における共通方針の内容につきまして、これで確定ということにさ

せていただきます。なお、字句修正等を含め、今後修正が必要な場合には、私に御一任い

ただきますようによろしくお願い申し上げます。 

 それでは、次の題目に進みます。 

 

＜議事（２）＞ 

 続きまして、専門委員の選考について審議をお願いいたします。まず、資料につきまし

て、事務局より説明をお願いいたします。 

●  それでは、御説明をさせていただきます。資料４－１を御覧いただければと思いま
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す。 

 第４期専門委員の委嘱に関するスケジュール（案）となってございます。上から令和７

年度６月、本委員会におきまして配置方針を御議論いただきまして、御了解いただけまし

たら、その下の令和７年度７月、本委員会を開催し、委員長を御指名いただき、その後、

速やかに専門委員選考委員会の第１回を開催したいと考えてございます。そこで、まず達

成状況判定会議の専門委員候補者、９月に現況分析部会の候補者、１２月に研究業績水準

判定組織の候補者を選出いただきます。そして来年２月の本委員会におきまして、評価委

員の配置を決定し、３月には評価者研修を開催するスケジュールとしたいと考えてござい

ます。 

 続きまして、資料４－２を御覧いただければと思います。 

 専門委員の配置方針（案）をお示ししてございます。専門委員の選考方針につきまして

は、昨年度１０月の本委員会にてお諮りしてございますけれども、配置方針につきまして

は前期から変更はございません。役割につきましても、前期と同様に達成状況判定会議に

はグループリーダーを置きまして、その下にサブリーダーとしまして、本委員会の委員か

ら１名ずつ入っていただきます。チーム主査、副担当、有識者はグループごとに１名ずつ

置き、主担当は法人ごとに１名置くこととなってございます。 

 現況分析部会におきましても、１１の学系別に振り分けまして、それぞれ部会長、副部

会長、そして、主担当、副担当を置きます。部会長につきましては、それぞれの学系ごと

の現況分析部会を開催する際の議長となっていただくことで考えてございます。なお、研

究業績水準判定組織につきましては、科学研究費補助事業の分類における中区分ごとに部

会を編成し、それぞれ専門委員の方に御審議いただくこととなってございます。主担当に

つきましては、教育担当と研究担当に分けまして、例えば、学士課程、大学院課程、専門

職大学院等の課程別に単位を分類いたしまして、１人当たり主担当は教育ですと、第３期

は５組織程度でございましたが、第４期におきましては１０組織程度、研究であれば、第

３期は１０組織程度でございましたけれども、第４期におきましては１５組織程度を御担

当いただきまして、地域や所属大学を考慮しながら振り分けたいと考えてございます。 

 今期、お一人当たりの担当する組織数は増えてございますが、国立大学法人等及び評価

者の負担軽減を図ることを目的といたしまして、認証評価に準じた項目が除外となった

上、現況調査表の記載分量や別添資料が削減されておりますので、主担当の作業負担は増

えないものと考えてございます。 
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 研究業績水準判定につきましては、科学研究費補助事業の分類における中区分ごとに部

会を編成することとしておりますので、その部会ごとに部会長と副部会長を置くこととい

たします。部会長につきましては、必要に応じて各評価の調整を行っていただいて、副部

会長にはサポートいただくという体制となってございます。 

 最後に資料４－３でございます。専門委員選考委員会設置要項となってございます。第

３期からの変更は特にございません。構成等につきましては、本委員会の委員をメイン

に、その他の分野については、機構の教員やその他委員長が必要と認めた者から選出する

こととしてございます。なお、今年度の選考委員につきましては、来月７月に教育研究評

価委員の改選がございますので、改選後に委員長に御指名いただくことを申し添えます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長  どうもありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御意見、

御質問等がありましたら御発言をお願いいたします。 

 前の案件に比べると、もう少し話は単純なことだと思いますけれども、人数は多い話で

もありますので、もし何かありましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

 それでは、専門委員の選考方針、配置方針につきまして、おおむね了承いただきまし

た。スケジュールに基づき、７月の委員改選後に専門委員選考委員会委員を指名する予定

ということになっております。なお、専門委員選考委員会の会議運営はワーキンググルー

プに準ずるものといたします。このことについて、もし何か御質問がありましたら、お願

いいたします。特にないようでしたら、このことにつきましても確定ということにさせて

いただきます。 

 以上のことにつきまして、修正等がありましたら、また私のほうに御一任いただくとい

うことでよろしくお願いいたします。 

 

＜議事（３）＞ 

○委員長 それでは、次に、学部・研究科等の現況分析単位に関する学系分類について、

御議論をお願いします。 

 まずは資料につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

●  それでは、資料５を御覧いただければと存じます。学部・研究科等の現況分析単位

に関する学系分類についての（案）となってございます。現況分析単位につきましては、

本年、令和７年３月４日に行われました文部科学省国立大学法人評価委員会の総会におき
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まして、学部・研究科等の現況分析の単位、教育につきましては、８０６組織、研究につ

きましては、５９７組織、計１,４０３組織が決定されてございます。 

 参考資料２としまして、大学改革支援・学位授与機構が行う教育研究の状況についての

評価における現況分析の単位一覧をお示してございますので、御参考にしていただければ

と思います。各現況分析単位につきまして、大学共同利用機関を抜いた１０の学系のう

ち、教育面及び研究面のいずれの学系で評価を受けるかということを各国立大学法人等に

照会をさせていただきました。 

 参考資料３としまして、学部・研究科等（現況分析単位）の学系部会への分類について

ということで、照会文を御参考につけさせていただいてございます。その結果を取りまと

めたものが、この資料５となってございます。 

 それでは、資料１ページ目でございます。こちらが総括表となってございまして、具体

的な現況分析単位につきましては、教育について、その後２ページから２０ページ、研究

につきましては、２１ページから３６ページに具体なものをお示してございます。それぞ

れの学部・研究科等がどの学系で評価されるかが記載されてございます。基本的には各法

人の希望ということで記載されておりますので、意向を尊重して決定したいと考えてござ

います。 

 説明は以上でございます。 

○委員長  どうもありがとうございます。このことにつきまして、何か質問等がありま

したら御発言お願いいたします。各大学の希望に応じて作成ということなので、恐らく問

題ないだろうと思いますが、よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。これも同じく修正等がもし必要になりましたら、私に

御一任いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

＜議事（４）＞ 

○委員長  それでは、次に、国立大学教育研究評価委員会の運営内規につきまして、審

議をお願いしたいと思います。まずは事務局より説明をお願いいたします。 

●  それでは、資料６を御覧いただければと思います。こちらは国立大学教育研究評価

委員会運営内規の改正案となってございます。改正箇所につきましては、赤字で示してご

ざいます。上から見てまいりますと、まず、第２条につきまして、構文的な修正、技術的

な修正でございまして、「各」と「ごと」が重複するため、「各」のほうを削除してござ
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います。 

 次に、２ページ目にお進みいただきまして、第８条第４項の最後の一文を削除してござ

います。第３期の中期目標期間の現況分析部会におきましては、学系部会の出席者を部会

長及び副部会長に限ってございましたが、第４期中期目標期間の評価におきましては、そ

の他の専門委員の意見も広く取り入れることを目的といたしまして、部会長及び副部会長

に限定せず、出席者とする可能性を踏まえまして、修正をかけたものでございます。 

 最後に、４ページ目の別表第１を御覧いただければと思います。こちらにつきまして

は、達成状況評価におけるグループチームの編成についての表となってございます。第４

期中期目標期間におきましては、前期、第３期中期目標期間と比べまして、国立大学法人

数が減少してございます。９０法人あったものが８５法人と変更になっていることであり

ますとか、前期における評価の実施状況を踏まえた上で、チーム数を削減する方向で進め

たいと考えてございます。これによりまして、会議数ですとか、専門委員数の削減が認め

られることとなります。 

 説明は以上でございます。 

○委員長  どうもありがとうございます。ただいまの御説明につきまして、御意見、御

質問等ありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、国立大学教育研究評価委員会運営内規の改正につきまして、これにて確定と

いうことにさせていただきたいと思います。字句修正等を含め、今後修正が必要な場合に

は私に御一任ということでよろしくお願いいたします。 

 

＜議事（５）＞ 

○委員長  それでは、最後に今年度のスケジュールにつきまして、事務局より説明をお

願いいたします。 

●  それでは、資料７を御覧いただければと存じます。 

 今後のスケジュールについて、御案内させていただきます。今後のスケジュール、上か

ら２番目に書いてございますのが本日の会議でございます。続きまして、７月１日より新

しい委員任期が開始されることから、７月上旬には委員長、副委員長を選出いただくため

の書面審議を予定してございます。また、７月から１２月にかけましては、各専門委員の

選考委員会を経まして、約１,０００名程度の先生方の委嘱手続を進めてまいります。 

 本評価委員会につきましては、年明け２月頃に専門委員選考の結果を踏まえまして、来
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年度に実施する評価の実施体制について御審議いただく予定でございます。 

 このほか、本年１０月には国立大学法人等の実務担当者向けのブロック別の研修会を予

定してございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長  どうもありがとうございます。スケジュールについて説明いただきました

が、これについて何か御質問等ありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいでし

ょうか。スケジュールですので、これで確定という審議ではありませんけれども、そうい

うことで予定を立てていただければと思います。どうもありがとうございました。 

 審議につきましては、以上で本日は終了ということになりますが、もう一度確認したい

というようなことがありましたら、ご発言ください。何かありますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

 なお、今回の議事につきまして、修正等が生じた場合には、私に御一任ということでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 さて、国立大学教育研究評価委員会委員としての任期は本年の６月末までとな

っております。したがいまして、本日が現在の構成員での最後の委員会ということになり

ます。本委員会につきましては、７月の改選後に、直ちに委員長を指名するための書面審

議を行う予定となりますので、この点について、御承知おきいただきたいと思います。 

 それでは、本日の会議は閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


